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県民一人ひとりが誇りと愛着を持つことのできる景観の実現に向けて 

 

 

 良好な景観は、人々に潤いや安らぎを与え、豊かな暮らしを育む上で欠かせないもの

です。また、活力のある地域づくりの源になる大変大切な視点であり、次世代に引き継

いでいかなければならない大切な財産だと思います。 

 しかし、私たちが生活する中でおのずと存在する景観は、それが当たり前と思うがゆ

えに、その価値になかなか気付きにくく、景観に対する人々の意識が必ずしも醸成され

てきたとは言えません。 

 一度失った景観は、決して元には戻らないでしょう。今こそ、誰もが景観の大切さを

共有し、それを積極的に守り育てていくことが求められてます。 

 

 県では、平成２０年４月に、「千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例」を施行し、

県民、事業者、市町村、県等の地域にかかわるすべての主体が、良好な景観の重要性を

認識し、それぞれの創意工夫を生かしつつ、連携・協働しながら、その保全・形成に向

けて継続的に取り組んでいます。 

 この基本方針は、条例に基づき、本県の良好な景観の形成に関する基本的な考え方や

方向性を示し、施策を総合的かつ広域的に推進するために策定したものです。 

 

 景観は、美しい景色が残ればそれで良いというものではありません。これに加え、そ

れぞれの地域に根付いてきた人々の生活や文化の息吹を彷彿とさせるものが真の景観な

のだろうと思います。 

 

 観光立県を目指している本県は、成田空港を擁し、首都圏中央連絡自動車道等の整備

も進んでいくことから、今後も、国内外から多くの人々が本県を訪れていただくものと

思います。その時に、千葉県を訪れて良かったと思うかどうか、そして何よりも、そこ

に住む県民一人ひとりが誇りと愛着を持つことのできる景観を実現できるかどうかは、

私たちがどれだけ千葉県の景観を、真の意味での郷土愛をもって、守り育てていくのか

に懸かっています。 

多くの皆様の御理解と御協力を得て、１００年、２００年経っても、「住んで良いまち、

訪れて良いまち」の景観の実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

 

平成２１年３月 

 

                      千葉県知事  堂 本 暁 子 
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序 章 基本方針策定の趣旨                      

  

１．背景と目的 

 

     良好な景観は、“地域の財産”であり、そこに住んでいる人々に快適さや潤い、ゆと

りをもたらし、また、訪れる人にとっても魅力的なものです。 

本県には、美しい海岸線や緑豊かな房総丘陵などの自然景観、農林水産業の営みに

より形成されてきた農山漁村景観、歴史的な町並み景観、計画的に整備された市街地

景観など、多様で貴重な景観資源が数多くあります。 

これらの良好な景観を保全・創出する取り組みを行うことによって、“住みよいまち”

“住み続けたいまち”が実現されるほか、地域への誇りや愛着も生まれ、地域コミュ

ニティーの形成、地域の活性化や観光振興への寄与も期待できます。 

  県では、県及び市町村等が景観形成に関わる計画や事業を進める際の指針として、

平成 5年に「千葉県景観形成指針」を策定したほか、市町村に対する助成事業などの

支援を実施してきました。その結果、県内の８市町で景観に関する自主条例を制定し

たほか、幾つかの市町村でも、地域の特性に応じた独自の景観基本計画の策定や事業

などを進めてきました。 

  こうした中、国では、平成 15 年に「国土を国民一人一人の資産として、我が国の

美しい自然と調和を図りつつ整備し、次の世代に引き継ぐ」という理念のもと、「美し

い国づくり政策大綱」を策定し、社会資本はある程度量的に充足したが、過去を振り

返り、この国を魅力ある国にするため、行政の方向を美しい国づくりに向けて大きく

転換することを表明しました。また、併せて策定された「観光立国行動計画」でも、

良好な景観形成が日本の魅力・地域の魅力を確立するうえで重要な課題の一つとして

位置付けられ、これらを踏まえて、平成 16年 6月に、我が国で初めての景観に関す

る法律である「景観法」が制定されました。 

これらを背景に、本県でも、より一層、良好な景観の形成に関する施策を推進する

ことにより、美しく魅力ある県土の形成、潤いのある生活環境の創造及び個性的で活

力ある地域社会の実現を図るため、「千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例」を

平成２０年３月に制定しました。 

条例では、良好な景観の形成に関する基本理念や県の施策の基本となる事項等を定

め、県民、事業者、市町村と協働で取り組んでいくこととしています。 

この基本方針は、条例第7条の規定に基づき、『良好な景観の形成に関する基本的方

向』、『良好な景観の形成に関する施策を推進するための基本的な事項』、『その他良好

な景観の形成に関し必要な事項』を定め、本県の良好な景観の形成に関する施策を総

合的かつ広域的に推進するために策定するものです。 
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   ２．位置付け    

 

 基本方針は、県が良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ広域的に推進するため

の方針であるとともに、市町村が良好な景観の形成に関する施策を進める際の千葉県全

体の景観行政との整合を図るための指針ともなり、また、県民や事業者が自ら景観づく

りの活動を行う際の指針ともなるものです。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例 

（平成２０年３月） 

基本方針 

具体的な施策の展開 
市町村景観施策 

（景観計画の策定等）

良好な景観の形成に

向けた自主的な取組 

県 民・事業

者・活動団体 
市町村 県 

美しく魅力ある県土づくりの推進 

【関連する施策】 

・ 土地利用施策 

・ 環境施策 

・ 農林水産業施策 

・ 商工関係施策 

・ 観光施策 

・ 緑地関係施策 

・ 住宅・建築関係施策 

・ 文化財保護施策 

・ 教育関係施策 

など

連携・協働 
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第１章 良好な景観の形成に関する基本的方向              

 

１．千葉県の景観特性 

 

四方を海と川に囲まれ、水と緑の豊かな自然に恵まれた千葉県は、首都圏の東側に

位置し、太平洋に突き出た半島になっています。 

面積は、5,156.68 平方キロメートル（平成 17 年 10 月 1 日現在）で、海岸線

の長さは、534.3 キロメートル（平成17年3月31日現在）に及び、変化に富ん

だ景観を見せています。 

地勢は、200～300ｍ級の山々が続く房総丘陵、比較的平坦な下総台地、利根川

流域と九十九里沿岸に広がる平野となっており、自然系の景観（水辺系、山地系、農

村漁村系）、歴史系の景観、市街地系の景観など、貴重で多様な景観が県内の各地で

形成されています。 

また、人々に自然の壮大さや歴史などを感じさせる眺望景観や土木遺産、人々の行

動から見ることのできるシークエンス景観（車窓景観）など、特徴ある景観も見られ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

「景観」とは 

 「景観」という言葉を辞書でひくと、「けしき」、「ながめ」、「特にすぐれたけしき」などの

意味を持っていることが分かります。 

 また、英語では、「landscape（ランドスケープ）」「view（ビュー）」「sight（サイト）」「scene

（シーン）」「scenery（シーナリー）」などが、それぞれ多少の意味が違うのかもしれませんが、

景観、風景、景色、眺望、見晴らし等の意味で使われています。 

 国土利用計画法に基づく国土利用計画（全国計画）では、「人間の営みや自然の営み、ある

いはそれらの相互作用の結果を特質とし、人々がそのように認識する空間的な広がりを“ラン

ドスケープ”と定義しており、国際的にも、ヨーロッパ景観会議の国際条約やイタリアの新し

い景観法では、同様な意味で定義しています。 

 しかし、平成１６年６月に制定された景観法では、「景観」という言葉について明確に定義

していません。理由として、すでに他法令上特段の定義がなく用いられている用語であること、

また、良好な景観は地域毎に異なるものであり、統一的な定義を置くと結果的に画一的な景観

を生む恐れがあること等によるものです。 

 本県の景観条例についても、「景観」について定義はしていませんが、条例検討委員会にお

ける検討の中で、「景観」のイメージとして、「自然的、歴史的、文化的又は都市的環境を形作

る風景」としたところです。 
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地形分類図 

利利根根川川低低地地  

下下総総台台地地  

江江
戸戸
川川
低低
地地  

東東京京湾湾沿沿岸岸低低地地  
九九
十十
九九
里里
海海
岸岸
低低
地地  

上上総総丘丘陵陵  

安安房房丘丘陵陵  
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① 自然系の景観特性（水辺系、山地系、農村漁村系） 

 

（水辺系） 

○ 本県の代表的な景観のひとつとなっています九十九里地域の雄大な弓形の砂浜海

岸、南房総地域の入り組んだ磯浜海岸、浦安から富津にかけての人工海岸やその

中に残された貴重な干潟・浅瀬である三番瀬など、特徴的な海岸景観を形成して

います。 

○ 利根川や江戸川といった大河川が雄大な水辺景観を見せており、台地・丘陵を開

析して流れる養老川や小櫃川などの中小河川、手賀沼や印旛沼などの湖沼が、潤

いのある水辺景観を形成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九十九里浜（白子町） 屏風ヶ浦（銚子市） 

鵜原理想郷（勝浦市） 三番瀬（船橋市） 

利根川（印西市） 谷津干潟（習志野市） 
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江戸川（市川市） 

手賀沼（柏市） 

印旛沼（印旛村） 

夷隅川（いすみ市） 

真間川（市川市） 

作田川（山武市） 

印旛捷水路（印旛村） 

栗山川（多古町） 

大堀川（柏市） 

雄蛇が池（東金市） 



 - 7 -

（山地系） 

○ 平均標高が全国一低い（43m）本県ですが、南房総一帯に、安房・上総丘陵が広

がり、その稜線や山頂の連なりが、広域的景観としてのスカイラインを形成して

います。  ※最高標高は、愛宕山（鴨川市、南房総市）の408m 

○ 県北部では、利根川・江戸川沿いや下総台地縁辺部に、斜面林が緑の屏風として

連続し、地域の地形的・景観的な境界を形成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続した斜面林（栄町）

鋸山（富津市・鋸南町）

麻綿原高原（大多喜町）

梅が瀬渓谷（市原市） 杉林（山武市） 

清澄山から見た山並み（鴨川市） 九十九谷（君津市） 

江戸川沿いの斜面林（流山市） 
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（農村漁村系） 

○ 九十九里平野には、干潟八万石をはじめとする広大な水田が広がっているほか、

手賀沼・印旛沼や利根川・江戸川等の沖積低地にも、広大な水田が広がり、特徴

ある農村景観を形成しています。 

○ 下総台地を中心とする台地部には、広大な畑地が広がっており、沿道の主要な景

観を形成しています。 

○ 南房総地域の丘陵部では、大山千枚田に代表される棚田や谷津田など、地域の特

性に応じた特徴的な農村景観を形成しています。 

○ 本県の原風景のひとつである里山景観が、県内の各地で見られます。 

○ 入り組んだ海岸線などでは、漁村集落の特徴的な景観が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

干潟八万石（旭市） 

印旛沼と広大な田園（印旛村） 

人参畑（山武市） 

広大な田園（いすみ市） 

田園景観と伝統的農家（香取市） 

人参畑（富里市） 
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大山千枚田（鴨川市） 

落花生ぼっち（八街市） 

里山（大網白里町） 里山（多古町） 

漁村集落（勝浦市） 

里山（千葉市） 

落花生ぼっち（山武市） 

飯岡漁港と周辺の集落（旭市） 

里山（八千代市） 
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【主な景観資源】（景観特性図（自然系）参照） 

 房総の魅力５００選より抜粋 
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② 歴史系の景観特性 

 

○ 佐倉市や大多喜町等の城下町の町並み、舟運で栄えた香取市佐原地区及び小見川

地区等の商家の町並み、成田街道、木下街道、房総街道等の旧街道沿いに栄えた

宿場町等は貴重な歴史的景観をとどめています。 

○ 庶民の信仰を集め、現在も参拝者が多い成田山新勝寺、中山法華経寺、香取神宮

等の社寺の存在が地域の景観の中心になっており、門前町の特徴ある歴史的景観

を形成しています。 

○ 利根川の舟運で発達した野田や銚子の醤油工場や地酒の醸造工場等の地場産業の

景観が、地域独自の活力を伝えるとともに、個性的で魅力ある景観を醸し出して

います。 

○ 各地に多数存在する貴重な遺跡・史跡が、地域の景観構成のポイントを成してお

り、龍角寺古墳群や千葉市加曽利貝塚等は修復保存され、さらに、周辺地域の整

備により歴史的景観を形成しています。 

○ 本県の自然や生活の風物を歌った木更津甚句、白浜音頭等の代表的な民謡や地域

の祭りや様々な風習は、歴史と自然を感じさせ、人々の心に刻みこまれている重

要な景観資源となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的町並み（大多喜町） 

小野川と歴史的町並み（香取市） 木下街道沿いの庚申塚（印西市） 

旧堀田家住宅（佐倉市）
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門前町の町並み（成田市） 

中山法華経寺（市川市） 

醤油工場（野田市） 

那古寺（館山市） 

大原はだか祭り（いすみ市） 

吉保八幡のやぶさめ（鴨川市） 

歴史的建造物（印西市） 

岩屋古墳（栄町） 

玉前神社（一宮町） 
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